
区分番号 物　品　名
※予定価格

(円)

入札保証金

(円)

物件１ 圧雪車（ＤＦ－３００） 300,000 30,000

物件２ 圧雪車（ＤＦ－３５０） 800,000 80,000

秋田市公告

市有財産の売払いについて次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定に基づき、公

告する。

令和７年９月11日

秋田市長 沼 谷 純

１ 入札に付する事項

以下の物件を個別に入札に付し売り払う。詳細については、紀尾井町

戦略研究所株式会社が提供するインターネット公有財産売却システム

（以下、「売却システム」という。）による。

※予定価格とは、あらかじめ秋田市が定めた最低売却価格をいう。

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

以下のいずれかに該当する場合は、一般競争入札に参加できないもの

とする。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号

又は第２項各号に該当すると認められる者

(2) 個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）に該当すると認められる者。また、法人にあって

は、役員等（法人の役員又はその支店もしくは営業所等を代表する者

をいう。）が暴力団員に該当すると認められる者



(3) 秋田市建設部公園課が定める「秋田市建設部公園課インターネット

公有財産売却ガイドライン」およびＫＳＩ官公庁オークションに関連

する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者

(4) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場

合で、これらの資格などを有していない者

(5) 日本語を完全に理解できない者

(6) 日本国内に住所、連絡先がいずれもない者

(7) 18歳未満の者

３ 一般競争入札の参加申込みに関する事項

(1) 参加仮申込み

一般競争入札に参加しようとする者は、売却システムの売却物件詳

細画面から、住民登録などされている住所や氏名（参加者が法人の場

合は、商業登記簿に登記されている所在地、名称、代表者氏名）を参

加者情報として登録し、参加仮申込みを行うこと。仮申込期間は、令

和７年９月11日（木）午後１時から同月９月29日（月）午後２時まで

とする。

(2) 参加本申込み

仮申込みを行ったうえで、秋田市ホームページから「公有財産売却

一般競争入札参加申込書兼誓約書」を印刷し、必要事項を記入し押印

後、秋田市建設部公園課に提出すること。本申込期間は、令和７年９

月11日（木）午後１時から同月９月29日（月）午後２時までとする。

４ 入札保証金に関する事項

(1) 入札に参加しようとする者は、秋田市が定めた入札保証金を納付す

ること。

(2) 入札保証金はクレジットカードによる納付とし、手続は売却システ

ム上で行うものとする。

(3) 落札者が納付した入札保証金は、契約締結時に契約保証金へ全額充

当する。

(4) 落札者が契約締結期限までに契約を締結しない場合、その落札を無

効とし、入札保証金は返還しない。



(5) 落札者以外が納付した入札保証金は、入札終了後に全額返還する。

５ 現地見学会

売却物品の見学を希望する者は、見学希望日の２日前までに秋田市建

設部公園課企画建設担当に連絡すること。

(1) 開催日時

令和７年９月16日（火）から同月19日（金）までの午前10時から午

前11時までの期間

(2) 開催場所

秋田市仁別字蛇馬目沢111番地（秋田市太平山スキー場オーパス）

６ 入札に関する事項

(1) 入札者の条件

入札保証金の納付が完了した会員識別番号（ログインＩＤ）でのみ

入札が可能である。

(2) 入札の方法

入札の方法は「入札形式」とし、入札は一度のみ可能である。入札

者は、売却システム上で入札価格（消費税および地方消費税を含

む。）を入力するものとし、一度行った入札は、入札参加者の都合に

よる取り消しや変更はできない。

(3) 入札期間

令和７年10月14日（火）午後１時から同月10月21日（火）午後１時

まで

７ 落札者の決定方法

入札期間終了後、秋田市は開札を行い、売却区分（公有財産売却の財

産の出品区分）ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予

定価格（最低落札価格）以上でかつ最高価格である入札者を落札者とし

て決定する。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ

（自動抽選）で落札者を決定する。

なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインＩＤに紐づく会

員識別番号を落札者の氏名（名称）とみなす。

８ 契約に関する事項



(1) 秋田市と落札者は、令和７年10月28日（火）午後５時までに契約を

締結するものとする。

(2) 秋田市は、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案

内を行い、落札者と契約を交わす。契約の際には秋田市から契約書を

送付するので、次の書類を添付して秋田市が指定する契約締結期限ま

でに提出すること。

ア 住民票の写し、法人の場合は商業登記簿謄本（いずれも発行から

３か月以内のもの）

イ 必要事項を記入した「保管依頼書」

ウ 秋田市が契約書を送付する際に別途指示する必要書類

(3) 落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合は、売却の決定が

取り消され、財産の所有権は落札者に移転しない。また、納付された

入札保証金は返還しない。

(4) 契約締結後に発生した破損など秋田市の責に帰すことのできない損

害の負担は落札者が負い、損害賠償や売払代金の減額を請求すること

はできない。

９ 売払代金の納付

(1) 納付が必要となる売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した

契約保証金（契約保証金に充当した入札保証金）を差し引いた金額と

する。

(2) 落札者は、納付期限までに秋田市が用意する納付書又は秋田市が指

定する銀行口座への振込により、売払代金の残額を納付しなければな

らない。

(3) 納付期限は令和７年11月４日（火）午後２時30分とする。

10 売却物品の引渡し

(1) 引渡しの際は、必要事項を記入した「売買物件受領書」を提出する

こと。

(2) 引渡しに係る費用は、落札者が負担すること。

(3) 売却物品は、現況有姿により引渡すものとする。

(4) 一度引渡された物品は、いかなる理由であっても返品や交換はでき



ない。

11 権利移転について

(1) 公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転

する。

(2) 売却品に「秋田市」の他関連する仕様の表記がある場合は、その表

記を消去し、消去したことが分かる写真を秋田市に送付すること。

12 書類の提出先および連絡先

〒010－8560 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市建設部公園課企画建設担当

電話番号 018－888－5753（直通）


